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⽶国の不当表⽰規制とアフィリエイト広告①
法令 連邦取引委員会法（FTC法）

該当条⽂
5条(a)項後段「不公正⼜は欺瞞的な⾏為⼜は慣⾏」(unfair or deceptive acts or practices) 
「商取引における⼜は商取引に影響を与える不公正または欺瞞的な⾏為または慣⾏は，違法」

・消費者を誤認させる表⽰・不表⽰・⾏為のほか，マルチ商法等の不公正な⾏為を規制

法の⽬的 ・消費者の表⽰を真実と信じる権利を守り，消費者を保護する
・⾃由市場経済における公正競争秩序の維持

措置
（エンフォース

メント）

○連邦公正取引委員会（FTC）が裁判所に訴訟提起
・恒久的差⽌め（13条(b)）
・是正措置（19条(a)）として，契約の無効，⾦銭的なrefundによる消費者救済（restitution）,違反⾏為の公表等
・⺠事制裁⾦（civil penalty）を請求（5条(m)）

○FTCによる⾏政的措置
・排除措置命令（cease and desist order）

対象

○「⼈，パートナーシップ，企業」 (5条(b)，13条ほか)
・広告主が規制される場合が多いが，多様な主体が訴追されている。
・例）広告代理店，出版社，評価サイト運営事業者，SNSアカウント等販売業者，アフィリエ
イター等
○「広告主は，虚偽の⼜は根拠のない申⽴てによる推奨や，⾃⾝と推奨者の重要な関係を開⽰しないことについ
て責任を負う。推奨者は，推奨の過程で⾏われた声明に対して責任を負う場合がある。」 （広告における推奨・
証⾔に関するガイド）

規制事例①

○アフィリエイト・ネットワーク運営事業者が⾦銭の⽀払い（disgorgement）を命じられた事例
・サプリメントの根拠のない減量効果表⽰，「無料お試し」表⽰
・L社はアフィリエイターが⾏う欺瞞的な表⽰を知っていたこと，アフィリエイターの募集，管理，表⽰の指

⽰，広告バナースペースの提供等により宣伝スキームに直接的に関与したこと，アフィリエイターに対し表⽰の
承認権限があり，管理・報酬の⽀払い等を⾏っていたこと等から，L社⾃⾝が欺瞞的⾏為・慣⾏を⾏ったとされ
た

・L社・役員らに対し，広告主から⽀払われた報酬1190万ドルの⽀払いが命じられた
・本事件では広告主，アフィリエイター（個⼈・法⼈）も違反者となっている

（FTC v. LeadClick Media, LLC, 838 F.3d 158 ）
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規制事例②

○アフィリエイト広告を利⽤した広告主らが差⽌め等を命じられた事例
・サプリメントの認知能⼒改善効果，公的機関が効果を認めた旨の表⽰，消費者・有名⼈等による推奨，

「100％返⾦保証」表⽰
・12社及び役員4名が不当表⽰を⾏ったとして訴追された。これらの事業者は持株会社，販売，宣伝，受注管理，
決済等を分担する企業グループであり，役員は巧妙に存在を隠しながら全体に関与していた。

・被告らは⾃ら⼜は36のアフィリエイト・ネットワークを⽤いて無数のアフィリエイターによって，偽ニュー
スサイト，Eメール等による表⽰をさせた。被告らはアフィリエイターによる表⽰内容の管理を⾏い，最終的な承
認・修正権限を有し，対価を⽀払っていた。
・アフィリエイター及びアフィリエイト・ネットワークの監督が命じられた

（2019.4.30同意判決 Global Community Innovations LLCほか ）

規制事例③

○アフィリエイト広告を利⽤した広告主らが差⽌め等を命じられた事例
・様々な健康商品の減量，筋⾁増強，しわの減少等効果の表⽰，「無料お試し」表⽰
・俳優等の有名⼈が商品を推奨している旨の事実を捏造して記載された。

・製品の宣伝・販売を⾏う19の企業及びこれらを⽀配する役員3名が摘発された
・被告ら⾃ら⼜はアフィリエイターを通じて，本物と⾒分けのつかない偽のニュースサイト，雑誌サイトを運営。
偽ニュースサイトにおいて，報道記者の写真が表⽰され，商品の効果を客観的に検証したように⾒える記事が掲載
されていたが，これらは商品の販売者やアフィリエイターによる広告であり，ニュースサイトは偽物であった。

（2017.11.14同意判決， Tarr Inc.ほか）

規制事例④

○インフルエンサーが報酬を開⽰せず，広告主が差⽌め等を命じられた事例
・茶の減量効果，インフルエンサーによる宣伝において報酬を開⽰しなかった
・被告に対し，推奨者と広告主の関係を開⽰しない宣伝が禁⽌され，インフルエンサー等の宣伝に対する監視シス
テムの構築が命じられた

・インフルエンサー10名にFTCが警告⽂を送付
（2020.3.17同意判決，TEAMI, LLC ）

その他，広告主が，アフィリエイターを⽤いて表⽰を⾏い，問題となった事例として
・Sale Slash事件（2016.2.2同意判決）・Tachht事件（2017.3.3同意判決）等がある。

⽶国の不当表⽰規制とアフィリエイト広告②



英国の不当表⽰規制とアフィリエイト広告①

法令 2008年不公正な取引⽅法からの消費者の保護規則
（The Consumer Protection from Unfair Trading Regulation 2008：CPRs ）

該当条⽂

不公正な取引⽅法の禁⽌（3条）
・誤認惹起的な⾏為（5条 虚偽を含み，商品の性質，価格等を誤認させ，消費者の⾏動に影響
しうる表⽰），
・誤認惹起的な不作為（6条 重要な情報を省略する等により消費者の⾏動に影響しうる表⽰）
・不公正な取引⽅法の具体的リストを⽰す（付表1）

・広告である旨を開⽰しない記事広告，消費者と偽って表現すること等
法の⽬的 （事業者の消費者に対する不公正な取引⽅法に関するEU指令の国内法化）

措置
（エンフォー
スメント）

○英国競争市場局（CMA）による解決⽅法
・裁判所を通じた措置命令（enforcement orders）
・確約（undertakings）
・企業の⾃主的な合意（voluntarily engaged agreements, commitments）による改善

○地域の取引基準局(Trading Standards)等による執⾏

対象

○不公正な取引⽅法の主体である「トレーダー（trader）」:

取引⽅法について⾃分のビジネスに関連する⽬的で⾏動している⼈，トレーダーの名前で，また
はトレーダーの代理として⾏動している⼈をいう（2条1項）

・「CPRsの対象となる取引⽅法のほとんどは，トレーダーと消費者の間の直接的な関係に係るも
のである。ただし，トレーダー⾃⾝が消費者と直接取引していなくても，取引⽅法が消費者と⼗
分に密接な関係を持ち，CPRsの範囲に含まれる場合がある」
（OFT,不公正取引⽅法指令を実施する英国規制のガイド3.2）

・広告主から依頼を受けてマーケティングを担当する事業者がフェイクレビューを⾏うと，広告
主とともに⾃らも違反者となる可能性がある
（CMA（2016）“Online reviews: letting your customers see the true picture” ）
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英国の不当表⽰規制とアフィリエイト広告②

規制事例

①アフィリエイト・ネットワーク運営事業者が確約を⾏った事例
・アフィリエイト・ネットワークを運営するMoreNiche Limitedは，アフィリエイターに，ダイ
エット製品や⻭のホワイトニング製品の宣伝をさせていた。表⽰はメディア記事や消費者の証⾔
に⾒え，広告である旨が明確に開⽰されていなかった。
→不公正な取引⽅法（誤認惹起的不作為）（CPRs3条，6条）違反の可能性

→OFTとの確約(undertakings)の内容（2012）
・広告である旨を明確に記載すること
・売上上位のアフィリエイターの表⽰の改善を優先的に確認
・全アフィリエイターの表⽰の確認，改善しないアフィリエイターとの契約終了
・アフィリエイターに対する助⾔・教育のための資料の交付 等

（MoreNiche 2012.4終了）

参照事例

②インフルエンサーらによるフェイクレビュー関係（進⾏中）
・宣伝において報酬を得ている旨を開⽰することについて，CMAは16名のソーシャルメディアイ
ンフルエンサー，歌⼿等から確約（commitments）を確保した（2019）。

・Facebookはフェイクレビューの取引が⾏われることを防ぐため，問題のある投稿を検出して削
除するシステム導⼊を約束。フェイクレビューの取引に関係するグループの削除，ユーザーアカ
ウントの無効化を⾏い，個⼈がFacebook上でフェイクレビューを売買することを禁じた
（2020）。

③ショッピングプラットフォーム事業者が出品者の監督を約した事例（進⾏中）
・Groupon UKはプラットフォーム上の取引において不正確な表⽰が⾏われた場合，出品者によ
る記載の確認・更新⼜は当該取引の迅速なを削除を約束した。また，加盟店の教育資料の⽤意等
も約束した（2012）。

※上記事例において，確約をした⼈・企業の⾏為がCPRs違反と判断されたものではない。



英国における⾃主規制

⾃主規制機関
○広告基準機構（The Advertising Standards Authority ：ASA)

・広告委員会（Committee on Advertising Practices：CAP）
・英国における独⽴した広告⾃主規制機関

ルール 英国広告・販売促進・直接販売規約（British Code of Advertising Sales Promotion and Direct Marketing）

措置
（エンフォース

メント）

・ASA・CAPが消費者からの苦情を受け，⼜は⾃発的に調査，措置，公表。
・問題の表⽰の迅速な修正，停⽌を重視。

・制裁として，会員メディアに対し，違反事業者の広告掲載中⽌を助⾔する場合がある（Ad Alerts）

対象 広告主，広告代理店，媒体事業者いずれも対象となりうる。アフィリエイターへの適⽤あり

アフィリエイト
広告への姿勢

○ASA／CAPは，広告主がアフィリエイター等に対する⽀払い（⾦銭に限らない）をし，かつ
コンテンツの管理（Control）がある場合に広告主を規制する（謙抑的運⽤）

←CMAとの違い
管理：最終確認のみ⾏う場合も含む。特定の⽤語，ハッシュタグ，フレーズ，テーマ等の指⽰，投稿の⽇時・回数の指⽰，
投稿前に確認する権限，修正の権限を有すること等が該当。実際に確認していなくても，権限があればよい。

・適⽤対象は実質的に判断
例）投稿がアフィリエイト契約を参照して作られている限り，アフィリエイト広告と扱われる。
投稿にアフィリエイトリンク，プロモーションコード，報酬を受けている旨の記載があることは規制の要件ではない。
アフィリエイト契約期間外の投稿にもCAPコードを適⽤した例あり。

規制事例

○ASA/CAPはこれまでにEメール，バナー広告，ゲーム内広告，Facebook内の広告，ツイート，
編集記事に⾒える広告，ブログ投稿の形のアフィリエイト広告の事案を処理
○アフィリエイターがブログ・Instagramに⾐料品のアフィリエイト広告を投稿したが，広告である旨が不開⽰であった。
→ASAは広告主及びアフィリエイターに対し，「#ad」などと明確に記載するよう伝えた。（Matalan, 2019年10⽉30
⽇）

○アフィリエイターがInstagramに化粧品に係る投稿をし，割引コードを告知。投稿にはアフィリエイトリンクは記載さ
れていなかったが，消費者が⾃ら検索して購⼊可能であった。⼀連の投稿のうち⼀部には広告である旨の識別⼦を含んで
いたが，全ての消費者が認識できるとはいえないものであった。
→ASAは広告主及びアフィリエイターに対し，問題の投稿を削除し，今後は明確に広告と識別できる投稿をするよう伝えた。

アフィリエイターはまた，投稿した写真の撮影に，肌を実際より美しく⾒せるフィルターを使⽤していた。ASAは，美容製品のア
フィリエイト広告において，その効果の誤認を招く場合には，写真撮影フィルターを⽤いないよう伝えた。（BPerfect Ltd, 2021年7
⽉21⽇）
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EUの不当表⽰規制とアフィリエイト広告

指令 事業者の消費者に対する不公正な取引⽅法に関するEU指令
（2005/29/EC Unfair Commercial Practices Directive）

該当条⽂

不公正な取引⽅法の禁⽌（5条） ・誤認惹起的な⾏為（6条）
・誤認惹起的な不作為（7条）

・不公正な取引⽅法の具体的リストを⽰す（付表1）
・広告である旨を開⽰しない記事広告，消費者と偽って表現すること等

法の⽬的 消費者の経済的な利益を侵害する不公正な取引⽅法に関する加盟各国の法律等の平準化による，
域内市場の機能の適正な発揮・⾼⽔準の消費者保護（1条）

措置
（エンフォース

メント）

加盟国は裁判所への提訴⼜は⾏政⼿続による措置のいずれかで対応（11条）
・差⽌め
・刑事罰

対象

・不公正な取引⽅法の主体であるトレーダー（trader）：
「この指令の対象となる商慣⾏において，彼の貿易，ビジネス，⼯芸または職業に関連する⽬
的で⾏動している⾃然⼈または法⼈，及びトレーダーの名前で⼜はトレーダーに代わって⾏動
している⼈を意味する」（指令2条（b））
・サービスを提供する事業者に代わり，またその事業者のために⾏動する事業者，消費者を含む個⼈はトレーダーに該当
しうる。
・域内では，広告主のためにメディアに広告を掲載した企業はトレーダーと扱われた例がある。（ガイドライン2.1）。
・トレーダーは他のトレーダーが⾃⾝に代わってした違反⾏為について連帯して責任を負うことができる（ガイドライン
2.1）

国際的な⾃主規制の⼀例

⾃主規制機関 国際商業会議所（International Chamber of Commerce：ICC) マーケティング・広告委員会

ルール 広告コード（ICC（2018）“ICC ADVERTISING AND MARKETING COMMUNICATIONS CODE”）

対象
アフィリエイトネットワークやインフルエンサー等の個⼈も責任を負う
「販売者は，製品のマーケティングコミュニケーションに対して全体的な責任を負う。…コードを遵守する責任は，マー
ケティングに関係する他の参加者にも適⽤される。これには，市場に影響⼒がある者，ブロガー，vlogger，アフィリエイ
トネットワーク，データ分析，AIによるマーケティングを⾏う企業が含まれる」
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オーストラリアの不当表⽰規制

法令 2010年競争・消費者法，豪州消費者法

該当条⽂
誤解を招く⼜は欺瞞的な慣⾏（豪州消費者法18条）
商品役務について虚偽⼜は誤解を招く表⽰の禁⽌（同29条）
・商品の品質，基準，⼈による証⾔・承認，原産地，価格等に係る虚偽等の表⽰が対象

法の⽬的 競争⼜は公正な取引を促進し，消費者保護を確保することによって，オーストラリアの⼈々の福
祉を増進すること（競争・消費者法2条）。

措置
（エンフォー
スメント）

罰⾦
裁判所による差⽌め
ACCC（豪州競争消費者委員会）との合意（undertakings）による解決等

対象

○⼈（パートナーシップを含む）が，商品役務の供給……について，⼜は商品役務の供給・利⽤に
係る……宣伝に関し，以下のことをしてはならない。

・違反者（主犯）となるのは商品を販売する広告主である。
刑事罰のため，関与者にも罰⾦が課されることがある。

・通常，広告主は広告代理店等の⾏う表⽰に責任がある。広告主は彼らを監督しなければならない。

・新聞，テレビ，オンライン等の媒体事業者は，そのメディアが他者の表⽰の伝達⼿段にすぎない場合，誤解を招
く表⽰による消費者法違反に対して責任を負わない可能性があるが，そのメディアが誤解を招く表⽰を実際に採⽤
または承認した場合，そのメディアも責任を問われる可能性がある（ACCCウェブサイト）
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中国の不当表⽰規制
法令 中華⼈⺠共和国広告法

該当条⽂ 広告が「虚偽⼜は誤解を招く内容により消費者を欺き，誤導した場合」虚偽広告として規制（28
条）

法の⽬的 広告活動のルールを定めることによる消費者の権利保護，広告業の健全な発展と秩序維持（1条）。
措置

（エンフォー
スメント）

⾏政機関による差⽌め，過料，違反を繰り返す事業者に対する営業免許取消し（55条）等
（悪質な場合）懲役，罰⾦等

対象

広告関係者の⽴場に応じた義務及び禁⽌⾏為が規定される点が特徴

○広告主
・虚偽広告の掲載に対する措置の対象（55条）

○広告取扱業者，広告媒体業者（ソーシャルメディア上で表⽰を⾏う個⼈も対象）
・効能等に係る表⽰の根拠資料の確認義務（34条）
・虚偽広告と知りながら制作・掲載等した場合，措置の対象（55条）

・実際に，医療等の広告において広告媒体業者としての確認を怠り，違法な広告を掲載したとし
て，ラジオテレビ局が⾏政処分を受ける例がしばしばみられる

○広告推奨者
・医療，医薬品，健康⾷品の広告における推奨の禁⽌（16条，18条）
（広告主，広告取扱業者らに加え，広告推奨者も規制対象となる）
・⾃ら使⽤したことがない商品・役務の広告における推奨の禁⽌（38条）



○広告主及びアフィリエイターが，本物と⾒分けのつかない偽ニュースサイトを多数運営
・記者が商品の効果をテストしたかのような表⽰，有名⼈が愛⽤しているかのような表⽰は，虚偽であった
→虚偽の推奨，虚偽のニュース記事，虚偽の実証テスト結果等の表⽰を禁⽌

○サプリメントについて，体重減少，病気治癒，筋⾁増強，しわ軽減等，根拠のない効能を表⽰
「3週間で18ポンドの脂肪が減少し，20ポンド筋⾁が増えた」
「2週間で全てのしわ，悩みの部分が90％減少！」
→科学的根拠なく減量，病気治癒，筋⾁増強等の効果の表⽰を⾏うことを禁⽌
→体重減少について，極端な主張を禁⽌ 等を命令 （Tarr Inc.事件 2017）

11

アフィリエイターが関与した事例における表⽰例（⽶国）
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○「リスクなく」無料⼜は安価でお試しできる旨の表⽰
実際には継続契約されており，解約の連絡も困難であった

→取引条件（総費⽤，返⾦・キャンセルに必要な情報等）について明瞭に開⽰せず販売することを禁⽌
→解約⽅法⾃体をシンプルなものに改善することを命令
・インターネット通信販売の場合，インターネットで消費者が簡単にキャンセルできる仕組み
・⼝頭での販売の場合，必ず連絡がつく電話⼜は郵便窓⼝の確保

※インターネットでのネガティブ・オプション販売規制に違反したことに対する措置
（Tarr Inc.事件 2017）
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○サプリメントに係る認知能⼒の改善効果の有効性に関する根拠のない表⽰
・「⾷事に注意するか〔サプリメント名〕を毎⽇服⽤しなければ，脳の働きが低下し始め，年齢とともに
記憶⼒・集中⼒が急速に失われます」
・「集中⼒，エネルギー，記憶，問題解決能⼒を改善します」
○被告らは36のアフィリエイト・ネットワークを⽤い，無数のアフィリエイターによって，偽ニュー
スサイト，Eメール等による表⽰をさせた。
被告らはアフィリエイターによる表⽰内容の管理及び⽀払いを⾏い，最終的な承認・修正権限を有
していた。

・CNN，ニューヨークタイムズなど本物のニュース番組でサプリメントの効果が特集されたかのような表⽰
・報道記者がサプリメントの効果を検証しているかのような表⽰

（Global Community Innovations LLC, 事件 2019）
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アフィリエイトプログラムに関して命じられた措置の概要（米国Global Community Innovations LLC, 事件
2019）
・被告に命じられた内容のうち，アフィリエイトプログラムに関係するものを抜粋
・なお，命令内容について，被告が個別のアフィリエイターの管理をアフィリエイト・ネットワーク（以下ANと略記）に委ね，直接の管理ができない
場合は，それぞれのANが管理下のアフィリエイターについて命令事項を遵守させるようにすることができるとされている。
・⼀般的な措置として，今後10年間の全ての固有の広告及びマーケティング資料の記録及びそれから5年間の保存も命じられている。

• 客観的なニュース記事を模した表⽰，報道記者による独⽴のテストをした旨の表⽰，正当な機関等が効
果を報告したかのような表⽰，無料でお試しできる旨の偽りの表⽰等による不当表⽰をする，⼜は他者
がそうした不当表⽰を⾏うのを補助することを禁⽌

表⽰の禁⽌

• （⾃然⼈の場合）⽒名，住所，連絡先，銀⾏⼝座情報を提出させ，把握する
• （企業の場合）法⼈名，ネットワークの名称，設⽴州，登録代理⼈，住所，連絡先，アフィリエイター

らを管理する少なくとも1⼈の⼈物名，銀⾏⼝座情報等を提出させ，把握する

アフィリエイ
ターらの管理

• 命令に従うことを約束したアフィリエイター及びANに対し，その旨を署名し提出させる
• アフィリエイター及びANに対し，彼らが命令の禁⽌⾏為をした場合，被告は直ちに契約を終了し，⽀

払うべき⾦銭の全額を没収することを明確に告知する

アフィリエイ
ターらの誓約

• アフィリエイター及びANが⽤いる全ての資料(広告の⽂⾯，画像，⾳声，動画，写真)の写し，広告掲
載場所のURL，ハイパーリンク先のページ，表⽰期間等の情報を，公開前に被告に提出させる。
• 被告は必要に応じて速やかに，上の素材が命令内容に反しないか確認する
• 事前に確認した資料と実際広告で⽤いられる資料が⼀致しているか確認する。命令に違反する資料が
⽤いられた場合，対価を⽀払ってはならない。

アフィリエイ
ト広告の内容
確認

• あらゆるルートを通じて受け付けた苦情に応じ，アフィリエイター⼜はANが命令に違反しているかを
迅速・完全に調査する

苦情への対応

• 命令違反があった場合，被告のプログラムと違反資料との接続を断つ
• 違反広告によって引き起こされた取引の料⾦処理を直ちに停⽌
• 違反表⽰開始⽇以降に被告が販売した消費者に対し，5営業⽇以内に返⾦
• 違反したアフィリエイター⼜はANとの契約を直ちに終了

命令に違反した
アフィリエイ
ターらとの契約

解除
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⽇本の不当表⽰規制との⽐較
⽇本 ⽶国 EU・英国 中国

広告主
（広告される
商品・役務を
供給する事業
者）

○
「⾃⼰の供給する商品⼜は役務
の取引について……表⽰をしては

ならない」
（景品表⽰法5条） ○

⼈，パートナー
シップ，企業

○
トレー
ダー

○
広告主

ASP × ○
広告取扱業者，
広告媒体業者，⼜は
広告推奨者に該当し，
規制対象となる可能

性あり

アフィリエイ
ター ×

アフィリエイターらの管理

アフィリエイターらの誓約

アフィリエイト広告の内容確認 苦情への対応

命令に違反したアフィリエイターとの契約解除

○⽇本においても，アフィ
リエイト広告における問題
表⽰により，広告主が措置
命令（景品表⽰法7条）等
を受ける事案が存在

↓
広告主がアフィリエイター
等の第三者を管理し，不当
表⽰を防⽌する必要性が⾼
い

■アフィリエイト広告に関し，違反者に命じられている措置

広告である旨の開⽰

アフィリエイターへの教育・助⾔


